
議案第４８号 

  

北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例等の一部改正に

ついて 

  

北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例等の一部を改正する

条例を別紙のとおり定めるものとする。 

 

平成２９年８月３０日提出 

 

              北名古屋市長 長 瀬  保 

 

 

提案理由 

 

この案を提出するのは、市民の公共施設の使用において、各施設におけ

る使用条件の均衡と施設使用に係る市民負担の公平性を図ることを目的に

使用料等を改めるため、関係条例の一部を改める必要があるからである。 



   北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例等の一部を改正

する条例 

 

 （北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１条 北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例（平成１８年

北名古屋市条例第８６号）の一部を次のように改正する。 

別表を次のように改める。 

別表（第１０条関係） 

  １ 体育施設使用料 

使用区分 午前 午後

１ 

午後

２ 

夜間 開館前又は

閉館後の１

時間 
午前

９時

から

正午

まで 

正午

から

午後

３時

まで 

午後

３時

から

午後

６時

まで 

午後

６時

から

午後

９時

まで 

専

用

使

用 

アリーナ 半面 円 

２，５８０ 

円 

１，１１０ 

全面 ５，１６０ ２，２２０ 

軽運動室 ３，０９０ １，３３０ 

柔剣道室 １，７７０ ７６０ 

個

人

使

用 

アリーナ

軽運動室

柔剣道室 

大人 １回券 ３００  

回数券 ３，０００ 

小人 １回券 １００  

回数券 １，０００ 

小学生未満 無料  

   備考 

   １ この表において「専用使用」とは、使用時間において体育施設

を独占的に使用することをいう。 

   ２ この表において「小学生未満」とは、学校教育法（昭和２２年

法律第２６号）第１条に規定する小学校に就学する前の者、義務



教育学校の前期課程に就学する前の者、特別支援学校の小学部に

就学する前の者その他これらに類する者として市長が認めたもの

をいう。 

   ３ この表において「小人」とは、学校教育法第１条に規定する小

学校及び中学校に就学する者、義務教育学校に就学する者、中等

教育学校の前期課程に就学する者、特別支援学校の小学部及び中

学部に就学する者その他これらに類する者として市長が認めたも

のをいう。 

   ４ この表において「大人」とは、小学生未満及び小人以外の者を

いう。 

   ５ この表において「回数券」とは、１回券を１１枚つづりにした

ものをいう。 

   ６ 営利目的で専用使用する場合の使用料は、この表に定める額の

５倍の額とする。 

   ７ 開館前又は閉館後については、市長が特に必要があると認め、

かつ、専用使用する場合に限り、１時間を限度として使用するこ

とができる。この場合の使用料は、「開館前又は閉館後の１時間」

の欄に定める額とし、１時間未満の使用であっても１時間に切り

上げるものとする。 

   ８ 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者が専用使用す

る場合の使用料については、通常の使用料の１．２倍の額とする。

ただし、その額に１０円未満の端数が生ずるときは、その端数を

切り捨てた額とする。 

２ 体育施設（アリーナ）の附属設備使用料 

区分 １時間当たりの使用

料の額 

開館前又は閉館後の１時間 

照明設備 半面 円 

５７０ 

円 

７４０ 

全面 １，１４０ １，４８０ 

冷暖房設備 ２，２９０ ２，９７０ 



備考 

   １ 照明設備及び冷暖房設備の使用料は、体育施設（アリーナ）を

専用使用する場合に限り徴収する。 

２ 営利目的で使用する場合の使用料は、この表に定める額の５倍

の額とする。 

   ３ 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者の使用料につ

いては、通常の使用料の１．２倍の額とする。ただし、その額に

１０円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てた額とす

る。 

３ 健康施設使用料 

使用区分 月曜日から金曜日までは、午前

９時１５分から午後８時３０分

まで。日曜日及び土曜日並びに

祝日は、午前１０時１５分から

午後５時３０分まで 

個人使

用 

健康サポ

ートジム 

１６歳以

上 

１回券 円 

５００ 

回数券 ５，０００ 

備考 この表において「回数券」とは、１回券を１１枚つづりにした

ものをいう。  

４ 会議研修施設使用料 

使用区分 

 

 

 

 

 

室名 

午前 午後

１ 

午後

２ 

夜間 開館前又は閉館

後の１時間 

午前

９時

から

正午

まで 

正午

から

午後

３時

まで 

午後

３時

から

午後

６時

まで 

午後

６時

から

午後

９時

まで 

１階会議室 円 

９９０ 

円 

４２０ 

研修室 １，２００ ５２０ 

クッキングルーム １，０２０ ４４０ 



２階会議室 半室 ５１０ ２２０ 

全室 １，０２０ ４４０ 

ミーティング室 半室 ６００ ２６０ 

全室 １，２００ ５２０ 

  備考 

   １ 営利目的で使用する場合の使用料は、この表に定める額の５倍

の額とする。 

   ２ 開館前又は閉館後については、市長が特に必要があると認める

場合に限り、１時間を限度として使用することができる。この場

合の使用料は、「開館前又は閉館後の１時間」の欄に定める額と

し、１時間未満の使用であっても１時間に切り上げるものとする。 

   ３ 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者の使用料につ

いては、通常の使用料の１．２倍の額とする。ただし、その額に

１０円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てた額とす

る。 

５ 入浴施設使用料 

区分 正午から午後８時３０分まで（月曜日

を休業日とする。ただし、月曜日が祝

日に当たるときは、その日以後の最初

の祝日でない日を休業日とする。） 

浴室 大人 １回券 円 

４２０ 

回数券 ４，２００ 

小人 １回券 ２００ 

回数券 ２，０００ 

小学生未満 無料 

備考 この表における用語の意義は、１ 体育施設使用料の表の備考

２から備考５までの例による。 

（北名古屋市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正）  

第２条 北名古屋市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例（平成

１８年北名古屋市条例第９３号）の一部を次のように改正する。 



  別表を次のように改める。 

 別表（第７条、第１２条関係） 

使用区分 

 

 

室名 

午前９時

～正午又

は午後６

時～午後

９時 

午後１時

～午後５

時 

午前９時

～午後５

時又は午

後１時～

午後９時 

午前９時～

午後９時 

超過１時

間につき 

ふれあい健康 

ルーム 

円 

３，７８０ 

円 

５，０４０ 

円 

８，８２０ 

円 

１３，８６０ 

   円 

１，６３０ 

休養室 １，２９０ １，７２０ ３，０１０ ４，７３０ ５５０ 

栄養指導室 １，４１０ １，８８０ ３，２９０ ５，１７０ ６１０ 

ボランティア 

会議室 

１，３４０ １，８００ ３，１４０ ４，９４０ ５８０ 

ボランティア 

会議室１ 

６７０ ９００ １，５７０ ２，４７０ ２９０ 

ボランティア 

会議室２ 

６７０ ９００ １，５７０ ２，４７０ ２９０ 

研修室 ７８０ １，０４０ １，８２０ ２，８６０ ３３０ 

青空テラス 無料 無料 無料 無料 無料 

 備考 

１ 超過時間は、１時間を限度とし、「超過１時間につき」の欄の

使用料の算定について、１時間未満の使用であっても１時間に切

り上げるものとする。 

２ 開館前又は閉館後については、市長が特に必要があると認める

場合に限り、１時間を限度として使用することができる。この場

合の使用料は、「超過１時間につき」の欄に定める額とする。 

３ 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者の使用料につ

いては、通常の使用料の１．２倍の額とする。ただし、その額に

１０円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てた額とす

る。 

 （北名古屋市陽だまりハウスの設置及び管理に関する条例の一部改正）  



第３条 北名古屋市陽だまりハウスの設置及び管理に関する条例（平成１

８年北名古屋市条例第９４号）の一部を次のように改正する。  

  別表を次のように改める。 

 別表（第５条、第１０条関係） 

使用

区分 

 

室名 

午前９時

～正午又

は午後６

時～午後

９時 

午後１時

～午後５

時 

午前９時

～午後５

時又は午

後１時～

午後９時 

午前９時

～午後９

時 

超過１時

間につき 

多目的ホ 

ール 

円 

１，５６０ 

円 

１，９８０ 

円 

３，５４０ 

円 

４，５３０  

  円 

 ６７０ 

  備考 

１ 超過時間は、１時間を限度とし、「超過１時間につき」の欄の

使用料の算定について、１時間未満の使用であっても１時間に切

り上げるものとする。 

２ 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者の使用料につ

いては、通常の使用料の１．２倍の額とする。ただし、その額に

１０円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てた額とす

る。 

 （北名古屋市高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部改正）  

第４条 北名古屋市高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例（平成１

８年北名古屋市条例第１１０号）の一部を次のように改正する。  

  別表を次のように改める。 

 別表（第９条関係） 

  さかえ荘 

   使用

区分 

室名 

午前９時～正午又

は午後１時～午後

４時 

午前９時～午後４

時 

超過１時間につ

き 

大広間       円 

  １，１１０ 

     円 

 ２，２２０ 

     円 

   ４８０ 

集会室     ７７０   １，８１０    ３３０ 

会議室   ６３０   １，４７０     ２７０ 



休養室     ４２０     ８３０    １８０ 

茶室     ４２０     ８３０    １８０ 

  さくら荘 

 使用

区分 

室名 

午前９時～正午又

は午後１時～午後

４時 

午前９時～午後４

時 

超過１時間につ

き 

大広間       円 

  １，１１０ 

      円 

  ２，２２０ 

     円 

   ４８０ 

集会室   ７７０   １，８１０    ３３０ 

会議室   ８１０   １，８９０     ３５０ 

休養室     ４２０     ８３０    １８０ 

茶室     ４２０     ８３０    １８０ 

ふたば荘 

 使用

区分 

室名 

午前９時～正午又

は午後１時～午後

４時 

午前９時～午後４

時 

超過１時間につ

き 

大広間       円 

    ９６０ 

      円 

  １，９２０ 

     円 

   ４１０ 

集会室     ８４０   １，９６０    ３６０ 

会議室     ８４０   １，９６０    ３６０ 

休養室     ４２０     ８３０    １８０ 

茶室     ４２０     ８３０    １８０ 

備考 

１ 超過時間は、１時間を限度とし、「超過１時間につき」の欄の

使用料の算定について、１時間未満の使用であっても１時間に切

り上げるものとする。 

２ 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者の使用料につ

いては、通常の使用料の１．２倍の額とする。ただし、その額に

１０円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てた額とす

る。 

 （北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 



第５条 北名古屋市公民館の設置及び管理に関する条例（平成１８年北名

古屋市条例第７２号）の一部を次のように改正する。 

  別表を次のように改める。 

別表（第８条関係） 

  １ 東公民館使用料 

 使用

区分 

 

室名 

午前９時～正

午又は午後６

時～午後９時 

午後１時～午

後５時 

午前９時～午

後５時 

超過１時間に

つき 

第１集会室 円 

８１０ 

円 

１，０８０ 

円 

２，１６０ 

円 

３５０ 

第２集会室 ８４０ １，１２０ ２，２４０ ３６０ 

視聴覚室 １，２６０ １，６８０ ３，３６０ ５４０ 

調理実習室 １，２６０ １，６８０ ３，３６０ ５４０ 

第１和風会 

議室 

６６０ ８８０ １，７６０ ２８０ 

大集会室 ３，５１０ ４，６８０ ９，３６０ １，５２０ 

第２和風会 

議室 

１，３２０ 

 

１，７６０ 

 

３，５２０ 

 

５７０ 

 

リハーサル 

室 

１，１１０ １，４８０ ２，９６０ ４８０ 

第３集会室 ７２０ ９６０ １，９２０ ３１０ 

第４集会室 １，２３０ １，６４０ ３，２８０ ５３０ 

第５集会室 １，５６０ ２，０８０ ４，１６０ ６７０ 

   備考 

１ 超過時間は、１時間を限度とし、「超過１時間につき」の欄の

使用料の算定について、１時間未満の使用であっても１時間に切

り上げるものとする。 

   ２ 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者の使用料につ

いては、通常の使用料の１．２倍の額とする。ただし、その額に

１０円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てた額とす



る。 

２ 西公民館使用料 

 使用区分 

 

 

室名 

午前９時～

正午又は午

後６時～午

後９時 

午後１時～

午後５時 

午前９時～

午後５時又

は午後１時

～午後９時 

午前９時～

午後９時 

超過１

時間に

つき 

工作室 円 

１，２００ 

円 

１，５２０ 

円 

２，７２０ 

円 

３，６００ 

円 

５２０ 

料理室 １，２００ １，５２０ ２，７２０ ３，６００ ５２０ 

視聴覚室 １，１４０ １，４４０ ２，５８０ ３，４２０ ４９０ 

展示室 ２１０ ２８０ ５６０ ８４０ ９０ 

展示コーナ 

ー 

２７０ ３６０ ７２０ １，０８０ １１０ 

   備考 

１ 超過時間は、１時間を限度とし、「超過１時間につき」の欄の

使用料の算定について、１時間未満の使用であっても１時間に切

り上げるものとする。 

    ２ 開館前又は閉館後については、教育委員会が特に必要があると

認める場合に限り、１時間を限度として使用することができる。

この場合の使用料は、「超過１時間につき」の欄に定める額とす

る。 

    ３ 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者の使用料につ

いては、通常の使用料の１．２倍の額とする。ただし、その額に

１０円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てた額とす

る。 

 （北名古屋市文化会館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第６条 北名古屋市文化会館の設置及び管理に関する条例（平成１８年北

名古屋市条例第７４号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１及び別表第２を次のように改める。 

 別表第１（第９条関係） 

  施設使用料 



使用区分 

 

 

室名 

午前９時～

正午又は午

後６時～午

後９時 

午後１時～

午後５時 

午前９時～

午後５時又

は午後１時

～午後９時 

午前９時～

午後９時 

超過１時

間につき 

大ホール 

 

円 

１８，９９０ 

円 

２３，７３０ 

円 

４２，７２０ 

円 

５５，３８０ 

円 

８，２２０ 

リハーサル 

室 

１，４４０ １，８３０  ３，２７０  ４，３２０  ６２０ 

楽屋１ ３３０ ４４０ ８８０ １，１５０  １４０ 

楽屋２ ３３０ ４４０ ８８０ １，１５０ １４０ 

  備考 

   １ 大ホールを除き、営利目的で使用する場合の使用料は、この表

に定める額の２倍の額とする。ただし、備考６の規定により入場

料等を徴収する場合は除く。 

   ２ 超過時間は、１時間を限度とし、「超過１時間につき」の欄の

使用料の算定について、１時間未満の使用であっても１時間に切

り上げるものとする。 

   ３ 開館前又は閉館後については、教育委員会が特に必要があると

認める場合に限り、１時間を限度として使用することができる。

この場合の使用料は、「超過１時間につき」の欄に定める額とす

る。 

   ４ 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者の使用料につ

いては、通常の使用料の１．２倍の額とする。ただし、その額に

１０円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てた額とす

る。 

   ５ 大ホールの舞台のみ使用する場合の舞台使用料は、１時間当た

り４，７５０円とする。ただし、開館前又は閉館後に使用する場

合の使用料は、１時間当たり６，１７０円とする。 

   ６ 使用者が入場料又はこれに準ずるもの（以下「入場料等」とい

う。）を徴収する場合の使用料は、次の各号に掲げる入場料等の

額に応じ、当該各号に掲げる額を加算する。ただし、その額に１



０円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てた額とする。 

    ⑴ 入場料等の最高額が１，０００円未満の場合 使用料の５０

％の額 

    ⑵ 入場料等の最高額が１，０００円以上３，０００円未満の場

合 使用料の１００％の額 

    ⑶ 入場料等の最高額が３，０００円以上の場合 使用料の２０

０％の額 

別表第２（第９条関係） 

  舞台照明設備使用料 

使用区分 

 

 

照明設備 

午前９時～

正午又は午

後６時～午

後９時 

午後１時～

午後５時 

午前９時～

午後５時又

は午後１時

～午後９時 

午前９時～

午後９時 

超過１時

間につき 

Ａセット 

 

円 

４，７４０ 

円 

５，７５０ 

円 

１０，５００ 

円 

１３，６６０ 

円 

２，０５０ 

Ｂセット ７，９１０ ９，７８０ １７，６９０ ２２，８７０ ３，４２０ 

Ｃセット １２，６６０ １５，８２０ ２８，４８０ ３６，９７０ ５，４８０ 

Ｄセット １，８７０ ２，３００ ４，１７０ ５，４６０ ８１０ 

  備考 

  １ 舞台照明設備は、次のものを備える。 

ボーダーライト（第１及び第２）、シーリングライト、フロン

トサイドライト、サスペンションライト（第１、第２及び第３）、

ロアーホリゾントライト、アッパーホリゾントライト、センター

ピンスポット、トーメンタルライト、フットライト及び反響板天

板照明 

  ２ 表に定める各セットの内容は、次のとおりとする。 

   ⑴ Ａセット（４設備） 

ボーダーライト１列、シーリングライト、フロントサイドラ

イト他１設備 

   ⑵ Ｂセット（８設備） 



ボーダーライト２列、シーリングライト、フロントサイドラ

イト、サスペンションライト２列他２設備 

   ⑶ Ｃセット（１２設備） 

ボーダーライト２列、シーリングライト、フロントサイドラ

イト、サスペンションライト３列、ロアーホリゾントライト、

アッパーホリゾントライト、センターピンスポット、トーメン

タルライト及びフットライト 

   ⑷ Ｄセット（１設備又は２設備） 

ボーダーライト２列又は反響板天板照明 

   ３ 超過時間は、１時間を限度とし、「超過１時間につき」の欄の

使用料の算定について、１時間未満の使用であっても１時間に切

り上げるものとする。 

   ４ 開館前又は閉館後については、教育委員会が特に必要があると

認める場合に限り、１時間を限度として使用することができる。

この場合の使用料は、「超過１時間につき」の欄に定める額とす

る。 

   ５ 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者の使用料につ

いては、通常の使用料の１．２倍の額とする。ただし、その額に

１０円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てた額とす

る。 

   ６ 使用者が入場料等を徴収する場合の使用料は、次の各号に掲げ

る入場料等の額に応じ、当該各号に掲げる額を加算する。ただし、

その額に１０円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てた

額とする。 

   ⑴ 入場料等の最高額が１，０００円未満の場合 使用料の５０

％の額 

   ⑵ 入場料等の最高額が１，０００円以上３，０００円未満の場

合 使用料の１００％の額 

   ⑶ 入場料等の最高額が３，０００円以上の場合 使用料の２０

０％の額 



 （北名古屋市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第７条 北名古屋市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例（平成１８

年北名古屋市条例第７５号）の一部を次のように改正する。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第９条関係） 

  使用

区分 

 

室名 

午前９時

～正午又

は午後６

時～午後

９時 

午後１時

～午後５

時 

午前９時

～午後５

時又は午

後１時～

午後９時 

午前９時

～午後９

時 

超過１時

間につき 

和室 円 

９９０ 

円 

１，２７０ 

円 

２，４００ 

円 

３，２５０ 

円 

４２０ 

小ホール ２，５８０ ３，２９０ ５，８７０ ７，５９０ １，１１０ 

会議室 ９９０ １，２７０ ２，４００ ３，２５０ ４２０ 

研修室 ９９０ １，２７０ ２，４００ ３，２５０ ４２０ 

ミーティ 

ング室 

３００ ４００ ８００ １，２００ １３０ 

  備考 

   １ 営利目的で使用する場合の使用料は、この表に定める額の２倍

の額とする。 

   ２ 超過時間は、１時間を限度とし、「超過１時間につき」の欄の

使用料の算定について、１時間未満の使用であっても１時間に切

り上げるものとする。 

   ３ 開館前又は閉館後については、教育委員会が特に必要があると

認める場合に限り、１時間を限度として使用することができる。

この場合の使用料は、「超過１時間につき」の欄に定める額とす

る。 

  ４ 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者の使用料につ

いては、通常の使用料の１．２倍の額とする。ただし、その額に

１０円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てた額とす

る。 



 （北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第８条 北名古屋市体育館の設置及び管理に関する条例（平成１８年北名

古屋市条例第７９号）の一部を次のように改正する。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第５条関係） 

１ 競技施設使用料 

使用区分 午前 午後

１ 

午後

２ 

夜間 開館前又は

閉館後の１

時間 
午前

９時

から

正午

まで 

正午

から

午後

３時

まで 

午後

３時

から

午後

６時

まで 

午後６時か

ら午後９時

３０分まで 

専

用

使

用 

主競技場（アリーナ） 円 

南半面  

１，７５０ 

北半面  

１，７５０ 

円 

南半面  

２，０４０ 

北半面  

２，０４０ 

円 

南半面  

７５０ 

北半面  

７５０ 

多目的ホール １，７４０ ２，０２０ ７５０ 

柔道場 １，７４０ ２，０２０ ７５０ 

剣道場 １，７４０ ２，０２０ ７５０ 

 みんなのスポーツルー 

ム 

 １，９２０ ７１０ 

個

人

使

用 

１回券 主競技

場、多

目的ホ

ール、

柔道場、

剣道場 

大人 ２１０ ２１０  

小人（

小中学

生） 

１００ １００  

幼児 無料 無料  

トレー

ニング

室 

大人 ３００  

小人（

中学生） 

１００  

 

みんな 大人  ２１０  



のスポ

ーツル

ーム 

小人（

小学生） 

無料   

幼児 無料   

回数券 主競技

場、多

目的ホ

ール、

柔道場、

剣道場 

大人 ２，１００  

小人（

小中学

生） 

１，０００  

トレー

ニング

室 

大人 ３，０００  

小人（

中学生） 

１，０００  

みんな

のスポ

ーツル

ーム 

大人  ２，１００  

定期券 トレー

ニング

室 

大人 １

箇

月 

３，８００  

３

箇

月 

１０，１００  

    備考 

１ この表において「専用使用」とは、使用時間において競技施設

（トレーニング室を除く。）を独占的に使用することをいう。 

２ 営利目的で専用使用する場合の使用料は、この表に定める額の

５倍の額とする。 

３ 開館前又は閉館後については、教育委員会が特に必要があると

認め、かつ、専用使用する場合に限り、１時間を限度として使用

することができる。この場合の使用料は、「開館前又は閉館後の

１時間」の欄に定める額とし、１時間未満の使用であっても１時

間に切り上げるものとする。 

４ 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者が専用使用す



る場合の使用料については、通常の使用料の１．２倍の額とする。

ただし、その額に１０円未満の端数が生ずるときは、その端数を

切り捨てた額とする。 

５ この表において「回数券」とは、１回券を１１枚つづりにした

ものをいう。 

２ 照明設備使用料 

区分 １時間当たりの使用料

の額 

開館前又は閉館後の１

時間 

主競技場（ア

リーナ） 

南半面 円 

５７０ 

円 

７４０ 

北半面 ５７０ ７４０ 

備考 

１ 照明設備使用料は、主競技場（アリーナ）を専用使用する場合

に限り徴収する。 

２ 午後９時から午後９時３０分までの使用料は、「１時間当たり

の使用料の額」の欄に定める額の２分の１の額とする。 

３ 営利目的で使用する場合の使用料は、この表に定める額の５倍

の額とする。 

４ 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者の使用料につ

いては、通常の使用料の１．２倍の額とする。ただし、その額に

１０円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てた額とす

る。 

３ 附属設備使用料 

区分 使用料の額 開館前又は閉館後の１

時間 

舞台照明設備一式 円 

４，１９０ 

円 

１，８１０ 

電動移動観覧席 ２，１６０ ９３０ 

ピアノ １，４２０ ６１０ 



備考 

１ 使用料は、競技施設の使用区分ごとに徴収する。 

２ 営利目的で使用する場合の使用料は、この表に定める額の５倍

の額とする。 

３ 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者の使用料につ

いては、通常の使用料の１．２倍の額とする。ただし、その額に

１０円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てた額とす

る。 

４ 会議室使用料 

使用区分 

 

 

室名 

午前 午後１ 午後２ 夜間 開館前

又は閉

館後の

１時間 

午前９時

から正午

まで 

正午から

午後３時

まで 

午後３時

から午後

６時まで 

午後６時か

ら午後９時

３０分まで 

小会議室 円 

５４０ 

円 

６３０ 

円 

２３０ 

大会議室 １，０２０ １，１８０ ４４０ 

研修室 ８４０ ９８０ ３６０ 

和風会

議室 

南半面 １，２４０ １，４５０ ５３０ 

北半面 １，２４０ １，４５０ ５３０ 

備考 

１ 営利目的で使用する場合の使用料は、この表に定める額の５倍

の額とする。 

２ 開館前又は閉館後については、教育委員会が特に必要があると

認める場合に限り、１時間を限度として使用することができる。

この場合の使用料は、「開館前又は閉館後の１時間」の欄に定め

る額とし、１時間未満の使用であっても１時間に切り上げるもの

とする。 

３ 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者の使用料につ

いては、通常の使用料の１．２倍の額とする。ただし、その額に



１０円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てた額とす

る。 

 （北名古屋市総合運動広場の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第９条 北名古屋市総合運動広場の設置及び管理に関する条例（平成２７

年北名古屋市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

別表を次のように改める。 

別表（第４条関係） 

１ グラウンド・テニスコート使用料 

区分 単位 使用料 

グラウンド ２時間３０分 １，２００円（全面） 

６００円（１／２使用） 

テニスコート ２時間 ５００円（１コート） 

備考 

１ グラウンドの使用は、原則全面とする。ただし、２分の１使用

については、平日の時間帯（午前８時３０分から午後６時３０分

まで）とし、教育委員会が特に認めた場合とする。 

２ 営利目的で使用する場合の使用料は、この表に定める額の５倍

の額とする。 

３ 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者が使用する場

合の使用料は、通常の使用料の１．２倍の額とする。ただし、そ

の額に１０円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てた

額とする。 

２ 照明設備使用料 

区分 単位 使用料 

グラウンド ３０分 １，４４０円（Ⅰ類６６灯） 

１，３２０円（Ⅱ類３６灯） 

１，２３０円（Ⅲ類２７灯） 

テニスコート １時間 ２３０円（１コート） 

備考 



１ 使用料の分類ごとの適当な競技種目 

Ⅰ類：軟式野球 Ⅱ類：サッカー等 

Ⅲ類：ソフトボール又は少年野球 

２ グラウンドの照明設備の使用料の算定については、３０分未満

の使用であっても３０分に切り上げるものとする。 

３ テニスコートの照明設備の使用料の算定については、１時間未

満の使用であっても１時間に切り上げるものとする。 

４ 営利目的で使用する場合の使用料は、この表に定める額の５倍

の額とする。 

５ 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者が使用する場

合の使用料は、通常の使用料の１．２倍の額とする。ただし、そ

の額に１０円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てた

額とする。 

３ 会議室使用料 

区分 単位 使用料 

会議室１ １時間 １２０円 

会議室２ １時間 ６０円 

会議室３ １時間 ６０円 

備考 

１ 使用料の算定については、１時間未満の使用であっても１時間

に切り上げるものとする。 

２ 営利目的で使用する場合の使用料は、この表に定める額の５倍

の額とする。 

３ 市内に在住し、在勤し、又は在学する者以外の者が使用する場

合の使用料は、通常の使用料の１．２倍の額とする。ただし、そ

の額に１０円未満の端数が生ずるときは、その端数を切り捨てた

額とする。 

 （北名古屋市立学校照明設備使用料条例の一部改正） 

第１０条 北名古屋市立学校照明設備使用料条例（平成１８年北名古屋市



条例第８７号）の一部を次のように改正する。 

  別表を次のように改める。 

 別表（第２条関係） 

区分 施設名 使用料 

運動場 

照明設備 

西春中学校 円 

１時間につき １，６２０ 

白木中学校 ６基点灯の場合 

１時間につき ２，７２０ 

３基点灯の場合 

１時間につき １，３６０ 

天神中学校 １時間につき ２，１６０ 

テニスコート 

照明設備 

白木中学校 

天神中学校 

１面 

１時間につき ２８０ 

体育館 

照明設備 

師勝小学校 

西春小学校 

師勝南小学校 

五条小学校 

鴨田小学校 

師勝北小学校 

師勝東小学校 

栗島小学校 

師勝西小学校 

白木小学校 

競技場（アリーナ） 

１時間につき ３６０ 

 

 

 

 

 

 

 

 師勝中学校 

西春中学校 

白木中学校 

訓原中学校 

熊野中学校 

天神中学校 

武道場 

照明設備 

師勝中学校 

西春中学校 

１時間につき ２７０ 



白木中学校 

訓原中学校 

熊野中学校 

天神中学校 

備考 使用料の算定について、１時間未満の使用であっても１時間に

切り上げるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関す

る条例、北名古屋市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例、北

名古屋市陽だまりハウスの設置及び管理に関する条例、北名古屋市高齢

者福祉施設の設置及び管理に関する条例、北名古屋市公民館の設置及び

管理に関する条例、北名古屋市文化会館の設置及び管理に関する条例、

北名古屋市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市体育

館の設置及び管理に関する条例、北名古屋市総合運動広場の設置及び管

理に関する条例及び北名古屋市立学校照明設備使用料条例（以下「改正

後の条例」という。）の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）以後の施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の

施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

（北名古屋市健康ドームの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う

経過措置） 

３ この条例の施行の際現にこの条例による改正前の北名古屋市健康ドー

ムの設置及び管理に関する条例の規定に基づき購入されている入浴施設

の使用に係る浴室大人回数券は、この条例による改正後の北名古屋市健

康ドームの設置及び管理に関する条例の規定に相当する使用料の金額に

充当することができる。 

（準備行為） 

４ 改正後の条例の規定に基づく申請その他の準備行為は、施行日前にお



いても、行うことができる。 
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